仕 様 書

１．件　　名：高圧受電設備（キュービクル）の修繕

２．修繕場所：京都市地域・多文化交流ネットワークセンター
〒601-8006 京都市南区東九条東岩本町３１

３．履行期間：契約締結日の翌日から令和８年１０月３０日（金）まで
作業の詳細な日時は、契約後の打合せにより決定する。

４．作業内容、条件：
（１） 自家用電気工作物の構内第１柱避雷器（Ａ種接地）の接地抵抗測定において、基準値の超過（基準10Ωのところ11.77Ω）が生じており、基準値内となるよう改善を行うこと。
（２） 業務完了後、任意様式の作業報告書を提出すること。ただし、作業前後の写真貼付、測定結果の記載等により具体的な作業結果がわかるものとする。
（３） 見積書提出前に日程調整のうえ、現場確認をすること。ただし、現場確認及び見積
作成に要する費用は請求の対象外とする。
（４） 現場確認及び修繕作業は、平日午前９時から午後５時の間とする。
（５）　作業に際しては、細心の注意を払うものとし、万一、施設等に損傷等を与えた場合は、受注者の責任において現状に復すること。
（６） 本仕様書に記載なき事項については、担当職員と協議のうえ決定する。

５．見積期限：令和８年８月３１日（月）まで

注意事項
※　見積書の徴収は、市内中小企業（本市の区域内に本店又は主たる事務所がある中小企業）で、本市の競争入札参加有資格者名簿の種目別名簿に電気工事で登録されている企業であって、作業実施に必要な資格者（第１種電気工事士等）を擁すことを要件とします。
※　見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載して
ください。
※　見積書は原本郵送、ＦＡＸまたはメールのいずれかにて送付してください。ＦＡＸで
の送付時は宛先（乙村・臨）が分かるよう送付をお願いします。
※　見積書の宛名は「京都市長」とし、見積年月日、担当者氏名（フルネーム）及び連絡
先を明記してください。
※　契約する業者様にのみ連絡いたしますので、あらかじめ御了承下さい。


【問合せ及び見積送付先】
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地
京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室（京都市役所北庁舎４F）
担当：乙村・臨
電話：075-222-3527
FAX：075-256-4652
E-mail：chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp
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